
 
  

栃 木 労 働 基 準 監 督 署 

労働安全衛生法等の手続きのうち、約８００の届出等が電子申請できます。 
電子申請できる主な届出等は以下のとおりです。 

総括安全衛生管理者/安全管理者 
/衛生管理者/産業医の選任報告 

定期健康診断結果報告 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 

労働者死傷病報告 

特定元方事業者の事業開始報告 

特定化学物質、有機溶剤等の特殊健康診断結果報告 

e-Gov 電子申請 🔍検索 

パンフレット「労働基
準法、最低賃金等の届
出等は、電子申請が便
利です︕」へのリンク
QR コード 



 

栃 木 労 働 基 準 監 督 署 

お 問 合 せ 先 
Q. e-Gov アカウントの取得方法がわからない 
Q. 操作方法がわからない操作方 
法に関するお問い合わせは、以下 
→e-Gov 利用者サポートデスク 

電話番号︓０５０－３７８６－２２２５（通話料はご利用の回線により異なります。） 
受付時間︓４・６・７月 平日   午前９時から午後７時まで 

土日祝日 午前９時から午後５時まで 
５・８～３月 平日   午前９時から午後５時まで 

（土日祝日、年末年始は休止） 

電子申請の詳しい操作方法は、 
パンフレット「労働基準法、最低賃金等の届出等は、電子申請が便利
です︕」に掲載していますので、ご覧ください。 
 
 


